
 

 

健康福祉委員会資料 

（健康福祉局関係） 

 

１ 令和６年第１回定例会追加議案の説明 

(14)議案第７９号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

資料１ 議案第７９号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

 

資料２ 新旧対照表 

 

 

 

令和６年２月２２日 

健康福祉局 
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議案第７９号 川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

 

１ 条例改正の背景 

（１）指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正（令和５年厚

生労働省令第１６１号） 

（２）指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正（令和６年厚

生労働省令第１６号） 

 

２ 改正の主な内容 

（１）上記１（１）に伴い、指定介護老人福祉施設の開設者が入所申込者のサービスの選

択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行う場合に、当該文

書の交付に代えることができる電磁的方法に関する規定を整備するもの 

（２）上記１（２）に伴い、指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者の病状が急変した

場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を常時確保していること等の

要件を満たす協力医療機関を定めておかなければならないこととするもの  

（３）上記１（２）に伴い、指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者の安全並びに介護

サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会を定期

的に開催しなければならないこととするもの 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日から施行 
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資料１



 

川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条

例 

○川崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営の基準に関する条

例 

平成24年12月14日条例第78号 平成24年12月14日条例第78号

第２章 人員に関する基準 第２章 人員に関する基準 

  

第４条 法第88条第１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えな

い指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管

理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な

運営が見込まれる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４

号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

第４条 法第88条第１項の規定による指定介護老人福祉施設に置くべき従業

者及びその員数は、次のとおりとする。ただし、入所定員が40人を超えな

い指定介護老人福祉施設にあっては、他の社会福祉施設等の栄養士又は管

理栄養士との連携を図ることにより当該指定介護老人福祉施設の効果的な

運営が見込まれる場合であって、入所者の処遇に支障がないときは、第４

号の栄養士又は管理栄養士を置かないことができる。 

(１) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な

員数 

(１) 医師 入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うために必要な

員数 

(２) 生活相談員 入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以

上 

(２) 生活相談員 入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人以

上 

(３) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。） (３) 介護職員又は看護師若しくは准看護師（以下「看護職員」という。）

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３

人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 

ア 介護職員及び看護職員の総数は、常勤換算方法で、入所者の数が３

人又はその端数を増すごとに１人以上とすること。 

イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 イ 看護職員の数は、次のとおりとすること。 

(ア) 入所者の数が30人以下の指定介護老人福祉施設にあっては、常

勤換算方法で、１人以上 

(ア) 入所者の数が30人以下の指定介護老人福祉施設にあっては、常

勤換算方法で、１人以上 

(イ) 入所者の数が30人を超えて50人以下の指定介護老人福祉施設に

あっては、常勤換算方法で、２人以上 

(イ) 入所者の数が30人を超えて50人以下の指定介護老人福祉施設に

あっては、常勤換算方法で、２人以上 

(ウ) 入所者の数が50人を超えて130人以下の指定介護老人福祉施設

にあっては、常勤換算方法で、３人以上 

(ウ) 入所者の数が50人を超えて130人以下の指定介護老人福祉施設

にあっては、常勤換算方法で、３人以上 
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資料２



 

改正後 改正前 

(エ) 入所者の数が130人を超える指定介護老人福祉施設にあっては、

常勤換算方法で、３人に、入所者の数が130人を超えて50人又はその

端数を増すごとに１人を加えた員数以上 

(エ) 入所者の数が130人を超える指定介護老人福祉施設にあっては、

常勤換算方法で、３人に、入所者の数が130人を超えて50人又はその

端数を増すごとに１人を加えた員数以上 

(４) 栄養士又は管理栄養士 １人以上 (４) 栄養士又は管理栄養士 １人以上 

(５) 機能訓練指導員 １人以上 (５) 機能訓練指導員 １人以上 

(６) 介護支援専門員 １人以上とし、入所者の数が100人を超える場合に

あっては、入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人を加えた員

数を標準とする。 

(６) 介護支援専門員 １人以上とし、入所者の数が100人を超える場合に

あっては、入所者の数が100人又はその端数を増すごとに１人を加えた員

数を標準とする。 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数とする。 

２ 前項の入所者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受

ける場合は、推定数とする。 

３ 第１項の「常勤換算方法」とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間

数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

３ 第１項の「常勤換算方法」とは、当該従業者のそれぞれの勤務延べ時間

数の総数を当該指定介護老人福祉施設において常勤の従業者が勤務すべき

時間数で除することにより常勤の従業者の員数に換算する方法をいう。 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職

務に従事する者でなければならない。ただし、指入所者の処遇に支障がな

い場合は、この限りでない。 

４ 指定介護老人福祉施設の従業者は、専ら当該指定介護老人福祉施設の職

務に従事する者でなければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない

場合は、この限りでない。 

５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 ５ 第１項第２号の生活相談員は、常勤の者でなければならない。 

６ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければなら

ない。 

６ 第１項第３号の看護職員のうち、１人以上は、常勤の者でなければなら

ない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を

改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認めら

れる者でなければならない。 

７ 第１項第５号の機能訓練指導員は、日常生活を営むために必要な機能を

改善し、又はその減退を防止するための訓練を行う能力を有すると認めら

れる者でなければならない。 

８ 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職

務に従事することができる。 

８ 第１項第５号の機能訓練指導員は、当該指定介護老人福祉施設の他の職

務に従事することができる。 

９ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者で

なければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定

介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 

９ 第１項第６号の介護支援専門員は、専らその職務に従事する常勤の者で

なければならない。ただし、入所者の処遇に支障がない場合は、当該指定

介護老人福祉施設の他の職務に従事することができる。 
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改正後 改正前 

10 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライ

ト型居住施設（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82号。以下「指定地域密着

型サービス基準条例」という。）第152条第４項に規定するサテライト型居

住施設をいう。以下同じ。）の本体施設（同項に規定する本体施設をいう。

以下同じ。）である指定介護老人福祉施設であって、当該サテライト型居

住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合にあっては、当該指定介

護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテライト型居住施設の入所者の数

の合計数を基礎として算出しなければならない。 

10 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテライ

ト型居住施設（川崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運

営の基準等に関する条例（平成24年川崎市条例第82号    ）第152条第

４項に規定するサテライト型居住施設をいう。以下同じ。）の本体施設（同

項に規定する本体施設をいう。以下同じ。）である指定介護老人福祉施設

であって、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かな

い場合にあっては、当該指定介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテ

ライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければなら

ない。 

１１ 指定介護老人福祉施設（過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

（令和３年法律第１９号）第２条第２項の規定により公示された過疎地域に所

在し、かつ入所定員が３０人のものに限る。以下この条において同じ。）に川

崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例

（平成２４年川崎市条例第８１号。以下「指定居宅サービス等基準条例」とい

う。）第１４８条第１項に規定する指定短期入所生活介護事業所又は川崎市指

定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平成２

４年川崎市条例第８３号。以下「指定介護予防サービス等基準条例」という。）

第１３２条第１項に規定する指定介護予防短期入所生活介護事業所（以下「指

定短期入所生活介護事業所等」という。）が併設される場合においては、当該

指定短期入所生活介護事業所等の医師については、当該指定介護老人福祉施設

の医師により当該指定短期入所生活介護事業所等の利用者の健康管理が適切

に行われると認められるときは、これを置かないことができる。 

 

 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１２ 指定介護老人福祉施設に指定居宅サービス等基準条例第１００条第１項

に規定する指定通所介護事業所、指定短期入所生活介護事業所等、指定地域密

着型サービス基準条例第６０条の３第１項に規定する指定地域密着型通所介

（新設） 
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改正後 改正前 

護事業所、指定地域密着型サービス基準条例第６２条第１項に規定する併設型

指定認知症対応型通所介護の事業を行う事業所又は川崎市指定地域密着型介

護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法の基準等に関する条例（平

成２４年川崎市条例第８４号。以下「指定地域密着型介護予防サービス基準条

例」という。）第６条第１項に規定する併設型指定介護予防認知症対応型通所

介護の事業を行う事業所が併設される場合においては、当該併設される事業所

の生活相談員、栄養士又は機能訓練指導員については、当該指定介護老人福祉

施設の生活相談員、栄養士若しくは管理栄養士又は機能訓練指導員により当該

事業所の利用者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置かない

ことができる。 

 

１３ 指定介護老人福祉施設に指定地域密着型サービス基準条例第８３条第１

項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所又は指定地域密着型サービ

ス基準条例第１９３条第１項に規定する指定看護小規模多機能型居宅介護事

業所が併設される場合においては、当該指定介護老人福祉施設の介護支援専門

員については、当該併設される事業所の介護支援専門員により当該指定介護老

人福祉施設の入所者の処遇が適切に行われると認められるときは、これを置か

ないことができる。 

 

 （新設） 

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスの提

供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第29条に

規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について当該入所申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定め

るところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に

（内容及び手続の説明及び同意） 

第７条 指定介護老人福祉施設の開設者は、指定介護福祉施設サービスの提

供の開始に際し、あらかじめ、入所申込者又はその家族に対し、第29条に

規定する運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の入所申込者のサー

ビスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を

行い、当該提供の開始について当該入所申込者の同意を得なければならな

い。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所申込者又はその家族からの申出

があった場合には、前項の規定による文書の交付に代えて、第５項で定め

るところにより、当該入所申込者又はその家族の承諾を得て、当該文書に
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改正後 改正前 

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当

該指定介護老人福祉施設の開設者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。

以下同じ。）と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続

する電気通信回線を通じて前項に規定する重要事項を送信し、受信者の使

用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

に記録された前項に規定する重要事項を電気通信回線を通じて入所申込者

又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法） 

(２)  電磁的記録媒体（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知

覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子

計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第５６条第１項におい

て同じ。）に係る記録媒体をいう。）をもって調製するファイルに前項に規

定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使

用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護老人福祉施設の開設者は、電磁的方法により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はその

記すべき重要事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条において「電磁

的方法」という。）により提供することができる。この場合において、当

該指定介護老人福祉施設の開設者は、当該文書を交付したものとみなす。 

(１) 電子情報処理組織を使用する方法のうちア又はイに掲げるもの 

ア 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以

下同じ。）と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機とを接続す

る電気通信回線を通じて前項に規定する重要事項を送信し、受信者の使用

に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 

イ 指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに

記録された前項に規定する重要事項 を電気通信回線を通じて入所申込者

又はその家族の閲覧に供し、当該入所申込者又はその家族の使用に係る電

子計算機に備えられたファイルに当該重要事項を記録する方法（電磁的方

法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあって

は、指定介護老人福祉施設の使用に係る電子計算機に備えられたファイル

にその旨を記録する方法） 

(２) 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により

一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイ

ルに前項に規定する重要事項を記録したものを交付する方法 

３ 前項に掲げる方法は、入所申込者又はその家族がファイルへの記録を出

力することによる文書を作成することができるものでなければならない。 

４ 第２項第１号の「電子情報処理組織」とは、指定介護老人福祉施設の使

用に係る電子計算機と入所申込者又はその家族の使用に係る電子計算機と

を電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。 

５ 指定介護老人福祉施設の開設者は、電磁的方法により第１項に規定する

重要事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該入所申込者又はそ

の家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、

文書又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 
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家族に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、文書

又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するも

の 

(２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設の開設者は、当該入

所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、

第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

(１) 第２項各号に規定する方法のうち指定介護老人福祉施設が使用するも

の 

(２) ファイルへの記録の方式 

６ 前項の規定による承諾を得た指定介護老人福祉施設の開設者は、当該入

所申込者又はその家族から文書又は電磁的方法により電磁的方法による提供

を受けない旨の申出があったときは、当該入所申込者又はその家族に対し、

第１項に規定する重要事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。た

だし、当該入所申込者又はその家族が再び前項の規定による承諾をした場合

は、この限りでない。 

（緊急時等の対応） （緊急時等の対応） 

第25条の２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、現に指定介護福祉施設サー

ビスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必

要な場合のため、あらかじめ、第４条第１項第１号に掲げる医師及び協力

医療機関の協力を得て、当該医師及び当該協力医療機関との連携方法その

他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

第25条の２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、現に指定介護福祉施設サー

ビスの提供を行っているときに入所者の病状の急変が生じた場合その他必

要な場合のため、あらかじめ、第４条第１項第１号に掲げる医師との連携

方法その他の緊急時等における対応方法を定めておかなければならない。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、前項の医師及び協力医療機関の協力

を得て、１年に１回以上、緊急時等における対応方法の見直しを行い、必

要に応じて緊急時等における対応方法の変更を行わなければならない。  

 

(新設) 

（管理者による管理） （管理者による管理） 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設

の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老

人福祉施設の管理上支障がない場合は、  他の事業所、施設等又は当該

指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事することがで

きる。 

第26条 指定介護老人福祉施設の管理者は、専ら当該指定介護老人福祉施設

の職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該指定介護老

人福祉施設の管理上支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所、施

設等又は当該指定介護老人福祉施設のサテライト型居住施設の職務に従事

することができる。 

（協力医療機関等） （協力病院等） 
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第34条 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者の病状の急変等に備えるため

、あらかじめ、次の各号に掲げる要件を満たす協力医療機関（第３号の要件を

満たす協力医療機関にあっては、病院に限る。）を定めておかなければならな

い。ただし、複数の医療機関を協力医療機関として定めることにより当該各号

の要件を満たすこととしても差し支えない。 

（１） 入所者の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応

を行う体制を、常時確保していること。 

（２） 当該指定介護老人福祉施設からの診療の求めがあった場合において診

療を行う体制を、常時確保していること。 

（３） 入所者の病状が急変した場合等において、当該指定介護老人福祉施設

の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要する

と認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。

第34条 指定介護老人福祉施設の開設者は、入院治療を必要とする入所者の

ために、あらかじめ、協力病院を定めておかなければならない。 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、１年に１回以上、協力医療機関との

間で、入所者の病状が急変した場合等の対応を確認するとともに、協力医

療機関の名称等を、市長に届け出なければならない。 

（新設） 

３ 指定介護老人福祉施設の開設者は、感染症の予防及び感染症の患者に対

する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第６条第17項に規定する第

二種協定指定医療機関（次項において「第二種協定指定医療機関」という。

）との間で、新興感染症（同条第７項に規定する新型インフルエンザ等感

染症、同条第８項に規定する指定感染症又は同条第９項に規定する新感染

症をいう。次項において同じ。）の発生時等の対応を取り決めるよう努めな

ければならない。 

（新設） 

４ 指定介護老人福祉施設の開設者は、協力医療機関が第二種協定指定医療

機関である場合においては、当該第二種協定指定医療機関との間で、新興

感染症の発生時等の対応について協議を行わなければならない。 

（新設） 

５ 指定介護老人福祉施設の開設者は、入所者が協力医療機関その他の医療

機関に入院した後に、当該入所者の病状が軽快し、退院が可能となった場

合においては、再び当該指定介護老人福祉施設に速やかに入所させること

ができるように努めなければならない。 

（新設） 

６ 指定介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定
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めておくよう努めなければならない。 めておくよう努めなければならない。 

（掲示） （掲示） 

第35条 指定介護老人福祉施設の開設者は、当該指定介護老人福祉施設の見

やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、利

用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項（以下この条

において「重要事項」という。）を掲示しなければならない。 

第35条 指定介護老人福祉施設の開設者は、当該指定介護老人福祉施設の見

やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力病院、利用料

その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しなければ

ならない。 

２ 指定介護老人福祉施設は、重要事項を記載した書面を当該指定介護老人

福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させるこ

とにより、前項の規定による掲示に代えることができる。 

 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者は、前項に規定する事項を記載した書面

を当該指定介護老人福祉施設に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に

自由に閲覧させることにより、同項の規定による掲示に代えることができ

る。 

３ 指定介護老人福祉施設の開設者は、原則として、重要事項をウェブサイ

トに掲載しなければならない。 

（新設） 

（入所者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資す

る方策を検討するための委員会の設置） 

（新設） 

第41条の３ 指定介護老人福祉施設の開設者は、当該指定介護老人福祉施設

における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に

資する取組の促進を図るため、当該指定介護老人福祉施設における入所者

の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を

検討するための委員会（テレビ電話装置等を活用して行うことができるも

のとする。）を定期的に開催しなければならない。 

 

（新設） 

（勤務体制の確保等） （勤務体制の確保等） 

第53条 ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、入居者に対し、適切

な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務

の体制を定めておかなければならない。 

第53条 ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、入居者に対し、適切

な指定介護福祉施設サービスを提供することができるよう、従業者の勤務

の体制を定めておかなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日

常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮

する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

２ 前項の従業者の勤務の体制を定めるに当たっては、入居者が安心して日

常生活を送ることができるよう、継続性を重視したサービスの提供に配慮

する観点から、次に定める職員配置を行わなければならない。 

(１) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護 (１) 昼間については、ユニットごとに常時１人以上の介護職員又は看護
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職員を配置すること。 職員を配置すること。 

(２) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又

は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(２) 夜間及び深夜については、２ユニットごとに１人以上の介護職員又

は看護職員を夜間及び深夜の勤務に従事する職員として配置すること。 

(３) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。 (３) ユニットごとに常勤のユニットリーダーを配置すること。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、当該ユニット型指定介護

老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなけれ

ばならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

３ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、当該ユニット型指定介護

老人福祉施設の従業者によって指定介護福祉施設サービスを提供しなけれ

ばならない。ただし、入居者に対する指定介護福祉施設サービスの提供に

直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、従業者に対し、その資質

の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニ

ット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

４ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、従業者に対し、その資質

の向上のための研修の機会を確保しなければならない。その際、当該ユニ

ット型指定介護老人福祉施設は、全ての従業者（看護師、准看護師、介護

福祉士、介護支援専門員、法第８条第２項に規定する政令で定める者等の

資格を有する者その他これに類する者を除く。）に対し、認知症介護に係

る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じなければならない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の管理者は、ユニット型施設の管理等

に係る研修を受講するよう努めなければならない。 

 

（新設） 

６ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、適正なサービスの提供を

確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害さ

れることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

５ ユニット型指定介護老人福祉施設の開設者は、適正なサービスの提供を

確保する観点から、性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であっ

て業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害さ

れることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければな

らない。 

（電磁的記録等） 

第56条 指定介護老人福祉施設の開設者及びその従業者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定されている、又は想定されるも

（電磁的記録等） 

第56条 指定介護老人福祉施設の開設者及びその従業者は、作成、保存その

他これらに類するもののうち、この条例の規定において書面（書面、書類、

文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

この条において同じ。）で行うことが規定されている、又は想定されるも
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の（第10条第１項（前条において準用する場合を含む。）及び第13条第１

項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録  により

行うことができる。 

 

 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者及びその従業者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この

条例の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 

の（第10条第１項（前条において準用する場合を含む。）及び第13条第１

項（前条において準用する場合を含む。）並びに次項に規定するものを除

く。）については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方

式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で

作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。）により行うことができる。 

２ 指定介護老人福祉施設の開設者及びその従業者は、交付、説明、同意、

承諾その他これらに類するもの（以下「交付等」という。）のうち、この

条例の規定において書面で行うことが規定されている、又は想定されるも

のについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁的

方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することがで

きない方法をいう。）によることができる。 
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